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連結注記表

１．継続企業の前提に関する注記

　当社グループは、前連結会計年度において、営業損失、経常損失、営業キャッシュ・フロー

のマイナスを計上したことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状

況が存在しているものと認識しておりました。当連結会計年度においては、営業損失、経常損

失、親会社株主に帰属する当期純損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスを計上してお

り、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等を踏まえると、今後の当社の売上及び利益

の見通しについて不確実性が存在することから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよ

うな事象又は状況が引き続き存在しているものと認識しております。

　当社グループは、こうした状況を解消するため、以下の施策を着実に実行してまいります。

①収益基盤の強化

＜スポーツ事業＞

　スポーツ事業に関しましては、東山田店及びつかしん店ともに、万全の感染症対策を実施し

た上で、顧客満足度の高いイベントを企画することにより集客増加を図ってまいります。

＜不動産事業＞

　不動産事業に関しましては、当社連結子会社である株式会社ジェイリードパートナーズにお

いて、ファイナンス領域におけるソリューション事業としてのフィンテック業務、不動産テッ

ク業務を展開し、収益化を図ってまいります。

＜Ｗｅｂ事業＞

　Ｗｅｂ関連事業に関しましては、デジタル・マーケティング業務に従事する人員拡充を図り

当該業務の拡大を目指すとともに、不動産事業及び太陽光事業との連携を模索し新たな事業及

び収益源の確保を目指します。

＜太陽光事業＞

　前連結会計年度（2020年10月１日）より新規事業として販売用太陽光発電施設の仕入・販売

事業を開始し、取得後の販売を目的として、太陽光発電施設にかかる権利等を所有する合同会

社の出資持分、及び当該出資持分の譲渡人が当該合同会社に対して保有する債権を取得し、当

連結会計年度において当該資産の販売を行いました。今後も継続的に太陽光発電施設の仕入・

販売を行うことにより、収益の拡大を目指します。

②コスト削減

　各部門の仕入原価、販売費及び一般管理費の見直しを引き続き継続するとともに、本社費の

削減に取り組むことで、全社の利益率の向上に努めてまいります。

③財務基盤の強化と安定

　当社は、財務基盤の強化と安定を図るため、前連結会計年度に第三者割当による新株及び新

株予約権の発行により475,352千円の資金調達を行い、債務超過を解消いたしました。今後、

新株予約権の行使が進んだ場合には、さらに財務基盤が強化されることとなります。

　また、上記の施策を着実に実行することにより、当社グループの経営基盤の強化を図ってま

いりますが、当該施策において最も重要である各事業における収益基盤の強化は外部要因に大

きく依存することから、現時点においては継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ

ます。

　なお、連結計算書類は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な

不確実性の影響を連結計算書類に反映しておりません。
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・連結子会社の数 ４社

・連結子会社の名称 株式会社ジェイスポーツ

株式会社アセット・ジーニアス

株式会社ジェイリードパートナーズ

株式会社ジェイクレスト

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

　有価証券

その他有価証券（営業投資有価証券）

時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。

但し、太陽光事業に関連する投資事業組合等への出

資金については「営業投資有価証券」として「流動

資産」に表示し、収益は「売上高」に含めて計上し

ております。

なお、株式等の所有により、営業投資先の意思決定

機関を支配している要件及び営業投資先に重要な影

響を与えている要件を満たすこともありますが、そ

の所有目的は営業投資であり、傘下に入れる目的で

行われていないことから、当該営業投資先は、子会

社及び関連会社に該当しないものとしております。

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

２．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

①連結子会社の状況

②他の会社等の議決権の過半数を所有しているにもかかわらず子会社としなかった当該他

の会社の名称

合同会社SSPあさぎり

（子会社としなかった理由）

　出資持分の所有目的が営業投資であり、傘下に入れる目的で行われていないことか

ら、当該営業投資先は、子会社に該当しないものとしております。なお、2021年10月15

日付で、同社の出資持分の全てを譲渡しております。

(2) 持分法の適用に関する事項

　該当事項はありません。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結会計年度と一致しております。

(4) 会計方針に関する事項
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イ．有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年４月１

日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並び

に2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び

構築物については定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　２～25年

工具器具備品　　４～20年

ロ．無形固定資産 定額法を採用しております。なお、耐用年数はソフ

トウェア（自社利用分）については、社内における

利用可能期間５年であります。

ハ．リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法を採用しております。

③　重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。

ロ．課徴金引当金 過年度の訂正報告書の提出に伴い、金融商品取引法

に基づく課徴金の発生が見込まれます。このうち、

課徴金納付の可能性が高く、かつ金額を合理的に見

積ることが出来る部分について引当金を計上してお

ります。

④　その他連結計算書類作成のための重要な事項

イ．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっ

ております。

ロ．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。

ハ．連結納税制度からグループ

通算制度への移行に係る税

効果会計の適用

当社グループは、「所得税法等の一部を改正する法

律」(令和２年法律第８号)において創設されたグル

ープ通算制度への移行及びグループ通算制度への移

行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目

については、「連結納税制度からグループ通算制度

への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」

（実務対応報告第39号  2020年３月31日）第３項の

取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第28号  2018年２月

16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び

繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に

基づいております。

－ 3 －



 有形固定資産の減価償却累計額 114,616千円

株 式 の 種 類
当連結会計年度
期 首 株 式 数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度末
株 式 数

普 通 株 式 4,333,500株 －株 ―株 4,333,500株

株 式 の 種 類
当連結会計年度
期 首 株 式 数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度末
株 式 数

普 通 株 式 20株 ―株 ―株 20株

３．表示方法の変更に関する注記

　（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）

　「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年３月31日）を当

連結会計年度の年度末に係る連結計算書類から適用し、連結計算書類に重要な会計上の見積り

に関する注記を記載しております。

４．会計上の見積りに関する注記

　　営業債権の回収可能価額の評価（貸倒引当金）

(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

　貸倒引当金　121,989千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①　金額の算出方法

　貸倒引当金は、債権の貸倒れに備えるため、債権区分に応じてそれぞれ回収不能見込額

を見積もって計上しております。

②　重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定

　回収不能額の見積りは、債権を一般債権と貸倒懸念債権に分類し、一般債権については

一定のルールのもと算定し、貸倒懸念債権については、相手先ごとに債権の滞留状況、財

政状態及び経営成績等を考慮して算定しております。

③　重要な会計上の見積りが翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響

　当該見積りは、新型コロナウイルス感染症拡大の状況及び将来の相手先の財務状況の変

動などによって影響を受ける可能性があり、実際に貸倒れた債権の時期及び金額が見積り

と異なった場合、または見積額以上の債権回収が行われた場合、翌連結会計年度の連結計

算書類に重要な影響を与える可能性があります。

５．連結貸借対照表に関する注記

　なお、減価償却累計額には減損損失累計額を含んでおります。

６．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項
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(3) 剰余金の配当に関する事項

　該当事項はありません。

(4) 当連結会計年度末日における新株予約権（権利行使期間が到来していないものを除く）の

目的となる株式の種類及び数

　第４回新株予約権　　普通株式　800,000株

　第５回新株予約権　　普通株式　270,000株

７．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については安全かつ流動性の高い預金等に限定し、また資金

調達については金融機関の他、協業先の事業会社からの借入による方針であります。

②　金融商品の内容及びそのリスク

　金融資産の主なものには、現金及び預金、受取手形及び売掛金、未収入金、未収還付法

人税等、未収消費税等、敷金及び保証金があります。

　預金については、普通預金があり、預入先の信用リスクが存在しますが、預入先は信用

度の高い銀行であります。

　受取手形及び売掛金については、顧客の信用リスクが存在しますが、各事業本部内で常

に取引先の信用状態を把握し、取引先ごとに残高の管理を行うことで、財務状況の悪化等

による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

　未収入金については、取引先等の信用リスクが存在しますが、常に取引先等の信用状態

を把握し、取引先ごとに残高の管理を行うことで、財務状況の悪化等による回収懸念の早

期把握や軽減を図っております。

　敷金及び保証金は、本社事務所及びフットサル店舗の賃貸借契約による差入預託金であ

ります。預託先に対する信用リスクが存在しますが、常に預託先の信用状態を把握し、財

務状況の悪化等による回収懸念の軽減を図っております。

　金融負債の主なものには、未払金、未払法人税等、未払消費税等、預り金、長期預り保

証金があります。

　未払金及び預り金については、そのほとんどが２か月以内の短期で決済されます。

　長期預り保証金はフットサル施設に設置している自動販売機の預り保証金となっており

ます。

　当社グループではデリバティブ取引は行っておりません。

③　金融商品に係るリスク管理体制

イ．信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理

　当社は、与信管理規程に従い、新規取引等の審査や与信限度額の定期的な見直し、ま

た取引先ごとに期日及び残高管理等を行うことにより、リスク低減を図っております。

ロ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　当社グループは、適宜に資金繰り計画を作成し、収支の状況に応じた手許流動性の維

持などにより、流動性リスクを管理しております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に

算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでい
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連結貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 現金及び預金 85,668 85,668 ―

(2) 受取手形及び売掛金 5,030

貸倒引当金（※１） △30

4,999 4,999 ―

(3) 未収入金 212,945

貸倒引当金（※１） △121,958

90,986 90,986 ―

(4) 未収還付法人税等 15,195 15,195 ―

(5) 未収消費税等 16,864 16,864 ―

(6) 敷金及び保証金 17,202 17,251 48

資産計 230,917 230,966 48

(7) 未払金 6,361 6,361 ―

(8) 未払法人税等 1,554 1,554 ―

(9) 未払消費税等 2,761 2,761 ―

(10) 預り金 1,165 1,165 ―

負債計 11,842 11,842 ―

るため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2021年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

とおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれてお

りません。
（単位：千円）

（※１）受取手形及び売掛金、未収入金は、貸倒引当金を控除しております。

（注）金融商品の時価の算定方法

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(3) 未収入金、(4) 未収還付法人税等、(5) 

未収消費税等、(7) 未払金、(8) 未払法人税等、(9) 未払消費税等、(10) 預り金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳

簿価額によっております。

(6) 敷金及び保証金

敷金及び保証金の時価については、返還時期を見積もった上で、将来キャッシュ・フ

ローを国債の利回り等適切な指標により割り引いて算出する方法によっております。

「連結貸借対照表計上額」及び「時価」には、敷金及び保証金の回収が最終的に見込

めないと認められる部分の金額（資産除去債務の未償却残高）が含まれております。

なお、時価が把握できる敷金及び保証金についてのみ連結貸借対照表計上額及び時価

を記載しております。
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(1) １株当たり純資産額 45円79銭

(2) １株当たり当期純損失（△） △34円83銭

８．１株当たり情報に関する注記

９．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。
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個別注記表

１．継続企業の前提に関する注記

　当社は、前事業年度において、営業損失、経常損失、当期純損失を計上したことから、継続

企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しているものと認識しており

ました。当事業年度においても、営業損失、経常損失、当期純損失を計上しており、新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大の影響等を踏まえると、今後の当社の売上及び利益の見通しにつ

いて不確実性が存在することから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は

状況が引き続き存在しているものと認識しております。

　当社グループは、こうした状況を解消するため、以下の施策を着実に実行してまいります。

①収益基盤の強化

＜スポーツ事業＞

　スポーツ事業に関しましては、東山田店及びつかしん店ともに、万全の感染症対策を実施し

た上で、顧客満足度の高いイベントを企画することにより集客増加を図ってまいります。

＜不動産事業＞

　不動産事業に関しましては、当社連結子会社である株式会社ジェイリードパートナーズにお

いて、ファイナンス領域におけるソリューション事業としてのフィンテック業務、不動産テッ

ク業務を展開し、収益化を図ってまいります。

＜Ｗｅｂ事業＞

　Ｗｅｂ関連事業に関しましては、デジタル・マーケティング業務に従事する人員拡充を図り

当該業務の拡大を目指すとともに、不動産事業及び太陽光事業との連携を模索し新たな事業及

び収益源の確保を目指します。

＜太陽光事業＞

　前連結会計年度（2020年10月１日）より新規事業として販売用太陽光発電施設の仕入・販売

事業を開始し、取得後の販売を目的として、太陽光発電施設にかかる権利等を所有する合同会

社の出資持分、及び当該出資持分の譲渡人が当該合同会社に対して保有する債権を取得し、当

連結会計年度において当該資産の販売を行いました。今後も継続的に太陽光発電施設の仕入・

販売を行うことにより、収益の拡大を目指します。

②コスト削減

　各部門の仕入原価、販売費及び一般管理費の見直しを引き続き継続するとともに、本社費の

削減に取り組むことで、全社の利益率の向上に努めてまいります。

③財務基盤の強化と安定

　当社は、財務基盤の強化と安定を図るため、前事業年度に第三者割当による新株及び新株予

約権の発行により475,352千円の資金調達を行い、債務超過を解消いたしました。今後、新株

予約権の行使が進んだ場合には、さらに財務基盤が強化されることとなります。

　また、上記の施策を着実に実行することにより、当社グループの経営基盤の強化を図ってま

いりますが、当該施策において最も重要である各事業における収益基盤の強化は外部要因に大

きく依存することから、現時点においては継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ

ます。

　なお、計算書類は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確

実性の影響を計算書類に反映しておりません。
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２．重要な会計方針に係る事項に関する注記等

(1) 資産の評価基準及び評価方法

子会社株式

移動平均法による原価法によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

　定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設

備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額

法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　８～15年

工具、器具及び備品　４～20年

②　無形固定資産

　定額法を採用しております。なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内にお

ける利用可能期間５年であります。

(3) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上してお

ります。

②　課徴金引当金

　過年度の訂正報告書の提出に伴い、金融商品取引法に基づく課徴金の発生が見込まれま

す。このうち、課徴金納付の可能性が高く、かつ金額を合理的に見積ることが出来る部分

について引当金を計上しております。

(4) その他計算書類作成のための重要な事項

①　消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

②　連結納税制度の適用

　連結納税制度を適用しております。

③　連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

　当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和２年法律第８号)において創設され

たグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見

直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税

効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号  2020年３月31日）第３項の取扱

いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号  

2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額につい

て、改正前の税法の規定に基づいております。
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有形固定資産の減価償却累計額 7,253千円

営業取引による取引高

営業収益 18,049千円

普通株式 20株

３．表示方法の変更に関する注記

　（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）

　「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年３月31日）を当

事業年度の年度末に係る計算書類から適用し、計算書類に重要な会計上の見積りに関する注記

を記載しております。

４．会計上の見積りに関する注記

　　営業債権の回収可能価額の評価（貸倒引当金）

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

　貸倒引当金　288,496千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①　金額の算出方法

　貸倒引当金は、債権の貸倒れに備えるため、債権区分に応じてそれぞれ回収不能見込額

を見積もって計上しております。

②　重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定

　回収不能額の見積りは、債権を一般債権と貸倒懸念債権に分類し、一般債権については

一定のルールのもと算定し、貸倒懸念債権については、相手先ごとに債権の滞留状況、財

政状態及び経営成績等を考慮して算定しております。

③　重要な会計上の見積りが翌事業年度の計算書類に与える影響

　当該見積りは、新型コロナウイルス感染症拡大の状況及び将来の相手先の財務状況の変

動などによって影響を受ける可能性があり、実際に貸倒れた債権の時期及び金額が見積り

と異なった場合、または見積額以上の債権回収が行われた場合、翌事業年度の計算書類に

重要な影響を与える可能性があります。

５．貸借対照表に関する注記

　なお、減価償却累計額には減損損失累計額を含んでおります。

６．損益計算書に関する注記

関係会社との取引

７．株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における自己株式の種類及び数
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繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

貸倒引当金 118,748千円

敷金及び保証金 21千円

税務上の繰越欠損金 321,638千円

減損損失 3,661千円

子会社株式評価損 12,428千円

新株予約権 9,349千円

繰延税金資産小計 465,847千円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △321,638千円

将来減算一時差異の合計に係る評価性引当額 △144,209千円

評価性引当額小計 △465,847千円

繰延税金資産の純額 －千円

８．税効果会計に関する注記

９．リースにより使用する固定資産に関する注記

　リース取引の内容が重要性に乏しく、かつ契約１件当たりの金額が少額であるため、リース

取引関係の注記は記載しておりません。
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種 類
会社等の
名 称

所在地
資本金又は
出 資 金
（千円）

事業の内容
又 は 職 業

議決権等の所有
（被所有）割合

（％）

関連当事者
と の 関 係

取 引 の
内 容

取引金額
（千円）

科 目
期末残高
（千円）

子会社
㈱ジェイ
スポーツ

東京都
港 区

10,000
フットサル
施 設 運 営

（所有）
100.0

経営指導
等

経営指導料
の 収 入 等
(注)2、3

18,049

関係会社
未収入金

―

関係会社
未 払 金

52,948

子会社
㈱アセッ
ト・ジー
ニアス

東京都
港 区

10,000
Ｗｅｂ事業
太陽光事業

（所有）
100.0

経営指導
等

経営指導料
の 収 入 等
(注)2、3

―

関係会社
未収入金

152,509
(注)4

関係会社
未 払 金

―

子会社

㈱ジェイ
リードパ
ートナー
ズ

東京都
港 区

20,000 不動産事業
（所有）

100.0
経営指導

等

経営指導料
の 収 入 等
(注)2、3

―

関係会社
未収入金

17,154
(注)4

関係会社
未 払 金

―

子会社
㈱ジェイ
クレスト

東京都
港 区

5,000 太陽光事業
（所有）

100.0
経営指導

等

経営指導料
の 収 入 等
(注)2、3

―

関係会社
未収入金

4,753
(注)4

関係会社
未 払 金

―

１株当たり純資産額 21円5銭

１株当たり当期純損失(△) △47円3銭

10．関連当事者との取引に関する注記

子会社等

（注）１. 取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

す。

２. 取引条件及び取引条件の決定方針等

経営指導料については、契約条件により決定しております。

３. 経営指導料の収入等には、CMS（キャッシュ・マネジメントシステム）による資金貸

借取引が含まれております。なお、当社と子会社の間の関係会社未収入金及び関係会

社未払金については、CMS（キャッシュ・マネジメントシステム）により当社が一元

管理しており、日々の資金の貸付、預りが行われております。従って、取引金額とし

ての把握が困難であることから、期末の残高のみを記載しております。

４. 当事業年度において、㈱アセット・ジーニアスに対する関係会社未収入金に貸倒引当

金152,509千円を計上しております。㈱ジェイリードパートナーズに対する関係会社

未収入金に貸倒引当金17,154千円を計上しております。㈱ジェイクレストに対する関

係会社未収入金に貸倒引当金4,753千円を計上しております。

11．１株当たり情報に関する注記

12．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。
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